
「人権」とは･･･？ 
校 長  倉 橋 昭 彦 

  １１月２８日の千代田っ子タイムで､少し難しいのですが「人権」について話

をしました。その中で「人権とは、人が人として、その社会の規範の中で自由に考

え、自由に行動できる権利です。すべての人が、生まれながらにもっている権利で

す」と話しました。 

人権の保障は、かつては、それぞれの国の国内問題であると考えられていまし

た。しかし、多くの命が奪われた第２次世界大戦のころから、人権の保障が世界平

和の基礎であることが認識され、人権の保障を更に効果的なものとするためには、

人権を国際的にも保障していくことが必要であると考えられるようになりました。

その結果、１９４８(昭和２３)年１２月１０日の国際連合第３回総会で、基本的人

権を確保するために「すべての人民とすべての国とが達成すべき共通の基準」の宣

言が採択されました。これが「世界人権宣言」（日本では１２月４日～１０日まで

が人権週間となっています）です。 

 しかし、この宣言が採択されたところで人権問題が解決するわけではありませ

ん。世界の歴史を見ても、日本の歴史を見ても「人権」に関わる様々な問題が現在

進行形でたくさんおきています。自分勝手な考えをしてしまったり、自分の意見に

反する人間を排除したり…「自分」の人権だけでなく「みんな」の人権が守られて

いるのかということが重要になってきます。 

私は昭和生まれです。その当時はあまり問題にならなかったことも「人権」とい

う言葉の広がりや新しい価値観の出現などにより、今では大きな問題になることも

よく目にします。我々大人も時代に合わせた形で「人権」の考え方をバージョンア

ップしていかなければなりません。 

ある有名な学者が、「人間だけが相手の感情を想像することができる」と話して

いました。「人権」とどこかつながるなあと思って聞いていました。裏面には「い

じめアンケート」についての記載がありますが、まさに「人権」と深く関わってい

ます。 

 

 朝、校門で登校中の子どもたちの様子を見ていると、寒そうな服装や、手袋をし

ていないため手が上着の中に隠れてしまったり、ポケットの中に入ってしまったり

している人もいます。防寒・安全のためにも季節にあった服装が望まれます。来月

はいよいよ師走です。２学期のまとめに向けて改めて教職員で一致団結していきた

いと考えています。 

 

千代田小学校 教育目標「未来をかしこく 心豊かに たくましく生きる子供を育てる」 

 

 

 

 

  

 
学 校 だ よ り 

令和５年度 
第８号 

令和５年１１月３０日 



 11 月は，本校でもインフルエンザ等の感染症が流行し，閉鎖になる学級も８学

級になりました。学校でも各学級で換気に気を付け，児童には「手洗い・うがい」

を呼び掛けています。ご家庭でも規則正しい生活が送れるよう引き続き，声を掛け

ていただけるようお願いします。また，寒暖差が大きくなっていますので，暖かい

服装で登校し，体温調節ができるようにご配慮お願いいたします。 

年度の重点目標「ちからいっぱい よく学び 学校大好き 千代田っ子の育成」 合い言葉「かしこく やさしく たくましく」 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

１１月９日～１６日にわたり，全家庭対象

に保護者懇談を行いました。お忙しい中，都合

をつけて学校まで足を運んでいただき，あり

がとうございました。 

 懇談では，学校での様子を伝えるだけでな

く，ご家庭でのお子さんの様子や頑張り等を

伺うことができ，今後の指導に生かしていき

たいと思います。 

 今後もお子さんの様子等で気になることが

あれば，連絡帳や電話等でお伝え下さい。今後

もよろしくお願いいたします。 

 １日（金） 特別日課Ⅰ5 時間授業 

 ５日（火） 参観日（１・３・５年） 

 ６日（水） 参観日（２・４・６年） 

 ７日（木） 特別日課Ⅰ クラブ活動⑧ 

 ８日（金） 特別日課Ⅰ5 時間授業 

１３日（水） 特別日課Ⅰ 

１４日（木） 特別日課Ⅰ 委員会活動 

１５日（金） 特別日課Ⅰ５時間授業 

       スクールカウンセラー来校日 

１９日（火） 学期末清掃期間～２２日 

２０日（水） 特別日課Ⅰ 

２２日（金） 特別日課Ⅰ5 時間授業 

２５日（月） 特別日課Ⅰ４時間授業 

       ２学期終業式，学期末清掃 

 

 

 

 全市の取組として，年に３回，全児童を対象に「いじめアンケート」を実施しています。２回目

のアンケートを１０月に実施しました。 

 アンケートの設問の１つとして，「あなたは今年の４月から今日まで嫌な思いをしたことがあり

ますか。」という設問があります。その設問に対して「ある」と答えた子については，教育相談で

担任の方から詳しくその「嫌な思い」について聞き取りを行います。聞き取った概要は，担任だけ

ではなく，複数の教員（いじめ対策組織会議）が情報を共有し，対処法を検討しています。このよ

うに学校では組織として対応をしています。 

 アンケートを含めて４月から友達との関わりで嫌な思いをしたことがあると訴えのあった子

は，全校で１３０名を超えています。保護者の方にとって「こんなたくさんの子が友達との関わり

で嫌な思いをしている。」と不安に思うかも知れません。しかし，この１３０名は，複数の教職員

がその嫌な思いを共有し，関係する児童・保護者にその内容や対応をお伝えし，関係児童の見守り

を続けることができています。現在，一定期間の見守りを続け，児童に「今も嫌な思いが続いてい

ますか。」と確認したところ，現状１００％の児童が「嫌な思いをもうしていない。」と答えていま

す。 

 「嫌な思いをしたことがある」ことを「いじめを認知する」という言葉をつかうことがありま

す。保護者の方にとっては，「こんなことがいじめ？」と感じられる場面もあるかもしれません。

しかし，いじめを認知するということは，「今後，いじめに繋がるかもしれない芽を早い段階で摘

み，たくさんの人で児童の嫌な思いをしたという気持ちを共有し，たくさんの人で見守っていく

ことである。」と理解していただけたら安心に繋がるかと思います。 

 今後も，学校は，子供たちの気持ちに寄り添い，日常的に様子を注意して見ていきますが，ご家

庭でもお子さんの学校での様子や友達との関わりについてお子さんの話に耳を傾けていただける

とありがたいと思います。学校と家庭で力を合わせて子供を見守っていけることを願っておりま

す。 


